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 本基準は、社団法人日本厨房工業会に置かれた「厨房研究会」に

より作成されたものです。 

 

 本基準は必要により見直しが行われます。最新版は、当工業会

に確認してください。 

 

 本基準に記載されたすべての内容は無断で引用、転載、複写する

ことはできません。 

 

本基準は、本基準で述べる目的に対する最小限の要求事項を定め

たものであって、製品の品質、安全、性能を保証するものではなく、

また、本基準の適用によって生じたいかなる損害に対しても当工業

会は賠償の責を負うものではありません。 
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業務用厨房食品加工機器基準 

 

１ 目的 

この基準は、食品衛生、使用者の安全および環境保全に必要な業務用食品加工機器

の材料、構造、強度、性能、取り扱いおよび表示に関し、業務用厨房設備機器共通基

準で定める共通の項目に追加、削除または置き換える事項を定める。 

 

２ 要求される安全 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 

 

３ 適用範囲 

この基準は業務用厨房設備機器のうち、業務用食品加工機器について適用される。 

 

４ 前提条件 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 

 

５ 用語の定義 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目に下記を追加して適用する。 

５.４０１ 安全ガード 

覆い、蓋、囲い等による危険から使用者を隔離、保護するものをいう。 

５.４０２ 感応式安全装置 

光線式安全装置等使用者の身体の一部が危険範囲内に入ったことを検知して機器

を停止させる装置。 

５.４０３ 両手操作式安全装置 

両手で操作することにより機器を運転するもので、手指を操作スイッチから離し、

危険範囲に入れようとしたとき機器が停止する装置。 

 

６ 材料およびその使用 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 
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７ 構造 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を、下記を除いて適用する。 

７.１.１ 清掃性 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を下記に置き換える。 

  容易に清掃できる構造とすること。あらゆる固定された隙間は最小限の隙間と

するか、または十分な広さを設けること。 

７.１.６ 使用者の安全 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を下記に置き換える。 

通常使用時および清掃時において、人体の触れる部分または触れるおそれのある部

分は、けがの無いように仕上げるか、または防護措置を施すこと。 

  回転機構、駆動機構等を有するものおよび刃物等を有する設備機器にあっては、使

用者の安全を十分に考慮した安全保護装置および機構、またはそれに代わる機能を有

すること。安全保護装置および機構の判定には付属書００５Ａ「安全のための構造お

よび装置」を用いること。 

使用者の安全性全般については、適用法令その他の関連する社会規範によるものと

する。 

また、安全を担保する手段にあっては、二重安全の仕組みにすることが望ましい。 

 

８ 強度 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目を適用する。 

 

９ 性能上の要求事項 

性能上の要求事項はない。 

 

１０ 取扱説明書および表示 

業務用厨房設備機器共通基準のこの項目に下記を追加して適用する。 

１０.１ 安全教育、安全確保 

業務用厨房食品加工機器の取扱説明書には、管理者から使用者に対する安全教

育の必要性、および全ての使用者の安全確保を意図した管理者自身による継続的

な管理行動が必要な旨を目立つように記載すること。
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付属書００５Ａ 安全のための構造および装置 

 

     安全のためにできる限り危険から使用者を隔離保護すること。 

 

項番 項  目 

1 安全ガード等の設置 

1-1 動力伝達部分、調速部分、加工部分等の作動部分で、使用者が接触することにより

危険を及ぼす部分には安全ガードを設けること。 

1-2 危険の様態によっては、感応式安全装置、両手操作式安全装置等の安全装置によっ

ても差し支えない。 

1-3 運転中に加工物等の飛散により使用者に危険を及ぼす恐れのある部分には安全ガ

ードを設けること。 

2 非常停止装置 

使用者がはさまれる、巻き込まれる、切られる等の危険を受けるおそれのある食品

加工機器には、非常停止装置を設けること。非常停止装置は、次に定めるところに

よる。 

2-1 使用者に危険を及ぼすおそれのあるとき、直ちに機械を停止させることができるこ

と。 

2-2 制御回路等電源の遮断により使用者の危険をおぼすおそれのある回路は、非常停止

装置が作動したときでも電源が遮断されないこと。 

2-3 非常停止装置の作動により運転が停止したときは、再起動操作をしなければ機器が

起動しないこと。 

2-4 スイッチは非常の際速やかに操作することができるよう、操作盤および操作盤以外

の必要な個所で容易に操作できる位置（危険部分の近くで、使用者がはさまれた、

巻き込まれたときに即時に操作できる位置）に設けること。 

2-5 スイッチは２以上の作業位置を有する食品機器の場合は、それぞれの作業位置に設

けること。 

2-6 スイッチの色は赤色とし、容易に識別することができるものとすること。 

2-7 押しボタンスイッチの場合は、突起型であること。 

3 動作表示 

3-1 食品機器が非常停止装置、異常検出装置等の作動により運転を停止したときにその

旨を表示するランプ、警報機等を確認しやすい位置に設けること。 
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4 誤動作防止 

4-1 食品機器を作動させるための押しボタンスイッチは、操作盤、スイッチケース等に

収納され、かつ、当該操作盤、スイッチケース等の表面から突出しない構造とする

こと。 

4-2 足踏み式のスイッチには、不意の起動を防止するためのカバーを設けること。 
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